
作って便利！

マイナンバーカード
作って便利！

マイナンバーカード
皆さん、マイナンバーカードの申請はお済みですか？　マイナンバーカードは本人確認だけではなく、
健康保険証としても使用することができ、住民票の写しなどもコンビニで簡単に取得できるようにな
るなど、様々なメリットがあります。申請がお済みでない人は、ぜひ申請をお願いします！
問合せ　役場住民課戸籍住民係ｔ295－2112内線133

住民票などの証明書をコンビニで取得できます！
利用に必要なもの

マイナンバーカード

利用できる時間

午前６時30分～午後11時
※年末年始（12月29日から
１月３日）および保守点検日
（不定期）を除く。

利用できるコンビニ

全国のセブンイレブン、
ローソン、ファミリーマ
ート、サークルKサンク
ス、ミニストップなど

取得できる証明書と手数料

証明書の種類 手数料
住民票の写し 200円
印鑑登録証明書 200円

所得（非）課税証明書 200円

薬剤情報や特定検診
情報をマイナポータ
ルで確認できる！

健康保険証として
使える！

新型コロナワクチン
接種証明書の電子交
付にも利用できる！

本人確認書類として
使える！

その他にも
マイナンバーカードでこんなに便利！
その他にも
マイナンバーカードでこんなに便利！

～操作方法～

②コンビニに設置されて
いるマルチコピー機のタ
ッチパネルから「行政サ
ービス」を選択します。

③所定のカード置き場にマイナン
バーカードを置き（または差込
み）、マイナンバーカードの利用者
証明用電子証明書の暗証番号（数
字４桁）を入力し、画面の案内に従
ってタッチパネルを操作します。

①コンビニに本人が「マ
イナンバーカード」を持
参します。

※手数料はコピーを取るときと同じようにマルチ
コピー機にお金を入れます。

ご注意ください
次のような人の証明書はコンビニ交付ができません。窓口か
郵送にてご請求ください。

・転出届を出した人　　

・特別な事情により閲覧制限をしている人がいる世帯の人

・電子証明書を発行していない人

・電子証明書の有効期限が過ぎている人
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マイナンバーカードの新規取得や、健康保険証としての利用登録などで最大２万円分のマイナポイントを受け
取ることができます！　ポイントの受け取りには申込みが必要です。
なお、対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和４年９月末なので、お早めの申請をお願いします！　
詳しい申請方法等は下記ＱＲコードからホームページをご覧いただくか、役場住民課戸籍住民係またはマイナ
ンバー総合フリーダイヤル（ｔ0120−95−0178（無料））にお問い合わせください。

① マイナンバーカードの新規取得  　最大5,000円分
② マイナンバーカードを健康保険証としての利用登録 　7,500円分
③ 公金受取口座の登録 　7,500円分

マイナンバーカードの作成方法

①カメラで顔写真を撮影。
②申請用Webサイトで申請書IDとメールアドレス
を入力。
③申請者専用WebサイトのURLが届いたら、顔写真
を登録、必要事項を入力して申請完了。

パソコン
①タッチパネルから「個人
番号カード申請」を選択。
②撮影用の料金を投入し
て、交付申請書のＱＲコ
ードをバーコードリーダ
ーにかざす。
③画面の案内に従って、
必要事項を入力。
④画面の案内に従って、
顔写真を撮影して送信
し、申請完了。

証明用写真機

①交付申請書に必要事項を記入し、６か月以内に撮
影した顔写真を張り付けて郵送し、申請完了。

郵便

スマートフォン

①スマホで顔写
真を撮影。

②スマホで交付申請書の
ＱＲコードを読み取る。
③申請用Webサイトで
メールアドレスを登録。
④申請者専用Webサイ
トのURLが届いたら、顔
写真を登録、必要事項を
入力して申請完了。

交付申請書をお持ちの人は、以下の４つの方法から申請できます！

①専用サイトから手書き用交付申請書と封筒をダウンロードすれば、郵便で申請ができます。
プリントアウトしてご利用ください（右記ＱＲコードからダウンロードできます）。
②役場住民課の窓口でも、ＱＲコード付き交付申請書の再発行をしています。
※役場住民課でマイナンバーカード申請のお手伝いをしていますので、詳しくはお問い合わせください。

交付申請書をお持ちでない人は・・・

町では、12月までの毎月第４日曜日の午前中に、役場住民課でマイナンバー
業務を行っています。ぜひご利用ください。また、マイナンバーカード専用窓
口となりますので、他の業務（住所の異動・証明発行・戸籍関係・国民健康保
険・国民年金等）は行いませんので、ご注意ください。

休日窓口開庁日

７月24日（日）、８月28日（日）、
９月25日（日）、10月23日（日）、
11月27日（日）、12月25日（日）

毎月第４日曜日　午前８時30分～正午　住民課のみ開庁

マイナポイント第２弾申請受付中！

マイナンバーカード専用休日窓口をご利用ください！

マイナンバーカードの作成方法

マイナポイント第２弾申請受付中！

マイナンバーカード専用休日窓口をご利用ください！

（一部の対応機種）
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